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外国人介護人材確保の関連予算事業

対象の主な在留資格 事業名 事業内容（令和５年度）

EPA介護福祉士・介護福祉士候補者への支援

EPA １．外国人看護師・介護福祉士等受入支援事業 就労前の「介護導入研修」や受入施設への巡回訪問、就労・研修に係る相談・助言等を実施

EPA ２．外国人介護福祉士候補者学習支援事業
就労・研修に必要な専門知識等を学ぶ集合研修、介護分野の専門知識に関する通信添削指導、
資格を取得できず帰国した者の母国での再チャレンジ支援等を実施

EPA ３．外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業
受入施設が行う就労中の介護福祉士候補者の日本語学習や介護分野の専門的知識の学習、学
習環境の整備、また、喀痰吸引等研修の受講費用、研修を担当する者の活動に要する費用等
を補助 ※障害者施設は「障害者施設等の外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業」で実施

民間団体等による外国人介護人材受入環境整備等（補助事業）

特定技能 ４－１．介護技能評価試験等実施事業
特定技能１号外国人の送り出し国及び日本国内において、介護技能評価試験及び介護日本語
評価試験を実施

介護・EPA・技能実
習・特定技能・留学等

４－２．介護の日本語学習支援等事業
外国人介護人材が、介護の日本語学習を自律的に行うための環境整備を目的に、介護の日本
語WEBコンテンツの開発・運用や介護の日本語等に関する学習教材の作成、技能実習指導員
を対象にした講習会の開催等を実施

介護・EPA・技能実
習・特定技能・留学等

４－３．外国人介護人材受入・定着支援等事業

・外国人介護人材の介護業務の悩み等に関する相談支援の実施や、外国人介護職員の交流会
の開催支援、特定技能外国人の受入施設への巡回訪問等を実施
・海外において日本の介護をＰＲし、就労を希望する特定技能１号外国人を確保することを
目的に、現地説明会の開催やWEB・SNSを利用した情報発信を実施

都道府県等による外国人介護人材受入環境整備等（地域医療介護総合確保基金事業等）

留学 ５－１．外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業 留学生に対して奨学金の給付等の支援を行う介護施設等に対し、当該支援に係る経費を助成

留学・特定技能 等
５－２．外国人留学生及び１号特定技能外国人のマッチン

グ支援事業
マッチング支援団体が送り出し国において特定技能就労希望者等に関する情報収集を行うと
ともに、現地（海外）での合同説明会の開催等のマッチング支援を実施

技能実習・特定技
能・留学 等

６．介護福祉士修学資金等貸付事業
介護福祉士養成施設に通う学生に対して修学資金の貸付を実施。５年間、福祉・介護の仕事
に継続して従事した者には借り受けた修学資金等の返済を全額免除する。

介護・EPA・技能実
習・特定技能・留学等

７．外国人介護人材受入施設等環境整備事業
日本人職員、外国人介護職員、利用者等の相互間のコミュニケーション支援、外国人介護人
材の資格取得支援や生活支援の体制強化、介護福祉士養成施設における留学生への教育・指
導の質の向上に資する取組等に対する費用を助成

介護・EPA・技能実
習・特定技能・留学等

８．外国人介護人材研修支援事業
地域の介護施設等で就労する外国人介護人材の介護技能を向上するため、集合研修や研修講
師の養成、外国人の技術指導等を行う職員を対象にした研修等を実施

介護・EPA・技能実
習・特定技能・留学等

９．外国人介護人材受入促進事業

外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるよう、受入事業所等に対して、外国人
介護人材の活躍に資するツール等を導入し、それが有効活用されるように環境を整備するこ
と等を支援する。また、外国人介護人材の確保のため、海外現地の学校との連携を強化する
など、現地での人材確保に資する取組を行う事業所等に対して支援を行う。 3
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定着支援（巡回訪問・相談支援・特定技能制度への円滑移行）

１．外国人看護師・介護福祉士等受入支援事業（再掲）

４－１．介護技能評価試験等実施事業（再掲）

４－３．外国人介護人材受入・定着支援等事業（再掲）

６．介護福祉士修学資金等貸付事業（再掲）

９．外国人介護人材受入促進事業（再掲）

外国人介護人材確保の関連予算事業

入国支援（情報発信・マッチング支援・経済的支援）

４－１．介護技能評価試験等実施事業
特定技能１号外国人の送り出し国及び日本国内において、介護技能
評価試験及び介護日本語評価試験を実施。

４－３．外国人介護人材受入・定着支援等事業
相談支援の実施や交流会の開催支援や特定技能外国人の受入施設へ
の巡回訪問等の受入支援、海外における日本の介護のＰＲ活動、
WEB・SNS等を利用した情報発信等を実施。

５．外国人留学生及び特定技能外国人の受入環境整備事業
５－１．外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業
留学生に対して奨学金の給付等の支援を行う介護施設等に対し、当
該支援に係る経費を助成。

５－２．外国人留学生及び１号特定技能外国人のマッチング支援事業
送出国における特定技能就労希望者等に関する情報収集、海外での
合同説明会の開催等のマッチング支援等に係る経費を助成。

６．介護福祉士修学資金等貸付事業
介護福祉士養成施設に通う学生に対して修学資金の貸付を実施。
５年間、福祉・介護の仕事に継続して従事した者には借り受けた修
学資金等の返済を全額免除。

９．外国人介護人材受入促進事業
外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入、有効活用を促進す
る環境整備、現地での外国人介護人材確保に資する取組等を行う事
業所等に対して支援。

学習支援（研修実施・資格取得支援）

１．外国人看護師・介護福祉士等受入支援事業
就労前の「介護導入研修」や受入施設への巡回訪問、就労・研修に
係る相談・助言等を実施。

２．外国人介護福祉士候補者学習支援事業
就労・研修に必要な専門知識等を学ぶ集合研修、介護分野の専門知
識に関する通信添削指導、資格を取得できず帰国した者の母国での
再チャレンジ支援等を実施。

３．外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業（※）
受入施設が行う就労中の介護福祉士候補者の日本語学習や介護分野
の専門的知識の学習、学習環境の整備、また、喀痰吸引等研修の受
講費用、研修を担当する者の活動に要する費用等を補助。
※障害者施設は「障害者施設等の外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業」で実施。

４－２．介護の日本語学習支援等事業
介護の日本語WEBコンテンツの開発・運用や介護の日本語等に関する学
習教材の作成、技能実習指導員を対象にした講習会の開催等を実施。

６．介護福祉士修学資金等貸付事業（再掲）
７．外国人介護人材受入施設等環境整備事業
日本人職員・外国人介護職員・利用者等の相互間のコミュニケーション
支援、外国人介護人材の資格取得支援や生活支援の体制強化、介護福祉
士養成施設における留学生への教育・指導の質の向上に資する取組等に
対する費用を助成。

８．外国人介護人材研修支援事業
介護施設等で就労する外国人介護人材の介護技能を向上するため、
集合研修や研修講師の養成、外国人の技術指導等を行う職員を対象
にした研修等を実施。

受入環境整備（コミュニケーション支援・生活支援）

７．外国人介護人材受入施設等環境整備事業（再掲）

８．外国人介護人材研修支援事業（再掲）

９．外国人介護人材受入促進事業（再掲）
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施策名：介護福祉士修学資金等貸付事業における貸付原資の確保

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

介護人材の着実な養成、確保並びに定着を支援するため介護福祉士修学資金等貸付事業により介護
福祉士養成施設に通う学生に対して修学資金の貸付等を実施する。

介護福祉士修学資金等貸付事業の貸付希望件数の増加等に伴い貸付原資の不足が見込まれる自治体に対して、必要な貸付原
資の積み増しを行い、安定的な事業継続を図る。

必要な貸付原資を積み増し、安定的な事業継続を支援することで、更なる介護人材の確保を推進。

都道府県
（社会福祉協議会） 介護福祉士養成学校の学生

【○医療・介護・障害福祉分野における人材の養成・確保、定着を図る取組支援】

令和５年度補正予算額 52億円

社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室

（内線2845）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○
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施策名：外国人介護人材受入・定着支援事業
（民間団体等への補助事業）

① 施策の目的 ② 対策の柱との関係

○ 外国人介護人材の受入・定着支援のため、民間団体等が行う介護技能評価試験等の拡充、海外向けの情報
発信の強化、外国人介護人材の日本語学習支援の拡充を支援することで、海外現地での戦略的な人材の掘り
起こし等の強化を図る。

○ また、外国人介護人材が介護福祉士資格に必要な知識を修得させるための講座の開催等を行い、在留期間
更新の回数制限ない在留資格「介護」の取得を促す。

③ 施策の概要 ④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

【事業内容】

試験実施機関・民間団体

定額

厚生労働省

民間団体

補助

【事業実施主体】

【補助の流れ】

【補助率】

民間団体試験実施機関

補助補助

外国人介護人材受
入・定着支援等事業

介護の日本語学習支
援等事業

介護技能評価試験等
実施事業

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるよう、その受入環境の整備を推進する。

以下の事業を実施し、外国人介護人材の受入環境を整備する。

○介護技能評価試験等の拡充等
（介護技能評価試験等実施事業）
・ ミャンマーなど特定技能の受験者が急増している地域について、試験会
場の増設・試験定員数を増加させる。

（外国人介護人材受入・定着支援等事業）
・ 海外現地で実施する説明会を拡充し、特定技能の受験を希望する外国人
介護人材の掘り起こしを行う。

・ 日本の介護現場の魅力をPRする海外向けの情報発信サイトの発信強化を
行う。

○外国人介護人材の日本語学習支援の拡充（介護の日本語学習支援等事業）
・ 外国人介護人材が自律的に日本語学習に取り組むためのWEBコンテンツ
の更なる拡充を行う。

・ 国家試験直前期、当該年度の国家試験受験予定である外国人介護人材
に対して、講義（座学・録画放映）及び演習（模試・グループワーク）等
を行う。

【○医療・介護・障害福祉分野における人材の養成・確保、定着を図る取組支援】

令和５年度補正予算額 2.4億円

社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室

（内線2894）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○
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施策名：外国人介護人材受入促進事業
（地方自治体への補助事業）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

○ 外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるよう、受入事業所等に対して、外国人介護人材の活躍
に資するツール等を導入し、それが有効活用されるように環境を整備すること等を支援する。
○ また、外国人介護人材の確保のため、海外現地の学校との連携を強化するなど、現地での人材確保に資する
取組を行う事業所等に対して支援を行う。

（１）外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための環境整備
○ 外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるよう、外国人介護人材受入事業所等に対して、外国人介護人材の活躍に資する
ツール等（携帯型翻訳機、多言語対応の介護記録ソフトウェアなど）の導入費用やそれが有効活用されるための環境の整備（導入に係る
研修、関連規程の整備など）等に係る費用を助成する。

（２）海外現地での外国人介護人材確保の取組に対する支援
○ 海外現地の学校との連携を強化するなど、外国人介護人材の確保の取組を行う事業所等に対して支援を行う。
・ 海外現地で連携する学校の開拓や留学希望者や外国人介護人材に関する情報収集のために必要な経費
・ 日本の介護施設や介護福祉士養成施設等の情報を提供するために必要な経費（海外の日本語学校等での日本の介護に関する説明会の
開催経費、現地での求人募集等）

外国人介護人材受入事業所等におけるツールの導入等を推進することで、外国人職員と日本人職員の意思疎通の円滑化、外国人の日本語学
習の支援、外国人の記録作業の負担軽減をし、外国人介護人材の介護現場における円滑な就労・定着を実現する。また、国民が必要な介護
サービスを安心して受けられるよう、その担い手となる外国人介護人材を確保する。

【補 助 率】 （１）の事業：国1/2、県1/4、受入事業所等1/4、（２）の事業：国2/3、県1/3

【補助金の流れ】 厚
生
労
働
省

都
道
府
県

外
国
人
介
護
人
材

受
入
事
業
所
等

補助 補助

【○医療・介護・障害福祉分野における人材の養成・確保、定着を図る取組支援】

令和５年度補正予算額 2.3億円

社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室

（内線2894）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○
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施策名：介護の入門的研修から入職までの一体的支援モデル事業

① 施策の目的 ② 対策の柱との関係

介護分野への参入促進のため、未経験者を対象として行っている介護に関する入門的研修に加え、職場体
験、マッチング等を一体的に行うモデル事業を実施することにより、実際の入職にまでつなげ、介護人材の
すそ野を広げる。

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

本事業によるモデル構築、横展開によって、介護未経験者の入職につながりやすい手法が普及され、介護人材のすそ野の
拡大、介護人材確保の推進が図られる。

③ 施策の概要 ④ 施策のスキーム図、実施要件
（対象、補助率等）等

地方自治体が、以下の事業を地域の実情に応じてモデル的に実施し、その経過・成果を横展開する。

１．一体的支援のスキーム検討・実施

＜一体的支援イメージ（一例）＞

・ 入職まで見据えた入門的研修のターゲット選定・広報戦略や関係事業者の開拓等

・ 入門的研修の実施

・ 職場体験（業界団体、関係事業者と連携し、研修受講から職場体験までのスムーズなつなぎ）

・ 職場体験後のフォロー（マッチングまでのスムーズなつなぎ）

・ マッチング（職場体験を踏まえた求人事業者との丁寧なマッチング）

・ 入職

・ 入職後のフォロー体制の構築

２．検討・実施体制の構築

都道府県、市町村、業界団体、研修事業者などが連携して、モデル事業の実施・評価等を検討す

る体制を構築。

【事業内容】

都道府県、市町村

定額

厚生労働省

都道府県、市町村

【事業実施主体】

【資金の流れ】

【補助率】

補助
（定額）

【○医療・介護・障害福祉分野における人材の養成・確保、定着を図る取組支援】

令和５年度補正予算額 1.6億円

社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室

（内線2849）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

8



施策名：地域における介護人材確保促進のための伴走支援事業

① 施策の目的 ② 対策の柱との関係

地域での介護人材確保に課題を有する自治体に対し、有識者等による伴走支援を地域の実
情に応じて行い、人材確保を進めるとともに、その検討・実施過程をとりまとめ、研修等を
通じて横展開を図る。

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

③ 施策の概要
④ 施策のスキーム図、実施
要件（対象、補助率等）等

１．伴走支援プログラムの実施

有識者等による伴走支援体制を構築し、地域の実情に応じ、必要な支援を行う。

＜伴走支援イメージ（一例）＞

① 地域課題把握の支援

② 市町村（圏域）毎の詳細な介護人材推計・分析の支援

③ 現行施策整理・今後の検討にあたっての助言

④ 検討した施策への助言

⑤ 施策実行後のフォロー、次期計画を見据えた助言

等

２．研修の実施等を通じた好事例の横展開

各地方自治体における検討・実施過程をとりまとめ、研修等を通じて周知し、全国への

横展開を目指す。

国（民間事業者に委託）

厚生労働省

民間事業者

【事業実施主体】

【資金の流れ】

委託

地域の実情に応じた支援によって、効果的な介護人材確保策の検討・実施されることで、介護人材確保の推進が図
られる。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

【○医療・介護・障害福祉分野における人材の養成・確保、定着を図る取組支援】

令和５年度補正予算額 48百万円

社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室

（内線2849）
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参考資料



本事業は、介護分野における１号特定技能外国人の送出し国において介護技能評価試験及び介護日本語評価試験を実
施するとともに、試験実施に必要な問題作成支援等を行うことを目的とする。

１．介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の実施

➢試験方式
コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式

➢試験実施国
フィリピン、カンボジア、インドネシア、ネパール、モンゴル、ミャンマー、タイ、インド、
スリランカ、ウズベキスタン、バングラデシュにおいて実施中（令和５年３月末現在）

２．試験実施に必要な業務の実施

➢試験実施対象国の試験会場の手配
➢試験実施環境（不正防止、試験監督体制等）の整備
➢カスタマーサービス、受験申込受付、試験結果通知の業務
➢試験問題の作成支援、試験問題の分析、試験問題ＣＢＴ化の業務 など

４－１．介護技能評価試験等実施事業

補助率 定額補助
実施主体 試験実施機関

令和５年度当初予算額 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 ５.６億円の内数

試験実施状況
(2019年４月～2023年７月まで

の実績)

受験者数 介護技能評価試験 82,825名 介護日本語評価試験 77,297名

合格者数 介護技能評価試験 58,829名 介護日本語評価試験 60,322名
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○ 2023年３月時点で日本国内（47都道府県）及び海外11カ国（フィリピン・カンボジア・ネパール・インドネシア・モンゴル・タイ・ミャンマー・

イ ンド・スリランカ・ウズベキスタン・バングラデシュ）において試験実施済み。

○ これまで介護技能評価試験に計58,829名、介護日本語評価試験に計60,322名が合格（2019年４月～2023年７月試験の実績）。

試験の実施状況

特定技能「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の実施状況

カンボジア
プノンペン

インドネシア
ジャカルタ、スラバヤ、バンドン、

ジョグジャカルタ、メダン、スマラン、

デンパサール

ウズベキスタン
タシケント

タイ
バンコク

日本
４７都道府県

モンゴル
ウランバートル

ミャンマー
ヤンゴン、
マンダレー

インド
グルグラム
ベンガルール

スリランカ
コロンボ

フィリピン
マニラ、セブ、ダバオ

ネパール
カトマンズ

バングラデシュ
ダッカ
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「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の合格者数推移

13

○ 「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の累計合格者数は、両試験とも約６万人となっている。

○ 令和３年度と令和４年度を比較すると、国内での合格者は微減である一方で、海外での合格者は約２倍となって

いる。

※１ 「介護技能評価試験等実施事業」実施者であるプロメトリック株式会社より令和５年７月末時点で提供されたデータを元に厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室が作成。

※２ 令和５年度の数値は令和５年４月～７月末までの実績。

※３ 令和５年４月～７月末までの実績と同ペースで令和６年３月末まで推移すると仮定して算出した令和５年８月～令和６年３月末までの見込値。

※４ 令和５年７月末までの実績に令和５年８月～令和６年３月末までの見込値を加えた令和５年度の実績見込。

介護技能評価試験

3,006 3,767 
5,346 

10,643 

6,428 507 

8,189 

10,560 

8,421 

1,962 

3,513 

11,956 

15,906 

19,064 

8,390 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

介護技能評価試験海外 介護技能評価試験国内

2,974 3,942 
5,105 

10,422 

6,809 631 

9,184 

11,177 

8,154 

1,924 

3,605 

13,126 

16,282 

18,576 

8,733 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

介護日本語評価試験海外 介護日本語評価試験国内

介護日本語評価試験

1.99倍 2.04倍

0.73倍0.8倍
16,780 17,466

25,170 26,199

累計合格者数：58,829人（平成31年４月～令和５年７月末までの実績・青字の合計）

（参考）令和５年度末までの累計合格者数見込：75,609人
（累計合格者数＋令和５年８月～令和６年３月末までの見込値（※３））

累計合格者数：60,322人（平成31年４月～令和５年７月末までの実績・赤字の合計）

（参考）令和５年度末までの累計合格者数見込：77,788人
（累計合格者数＋令和５年８月～令和６年３月末までの見込値（※３））

※２ ※２

※3 ※3

※４ ※４
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１．介護の日本語WEBコンテンツの運用等
➢外国人介護人材が介護の日本語学習を自律的かつ計画的に行うことができるようにするためのWEBコンテンツの運用・機能追加等を行う。
➢WEBコンテンツの活用状況（学習進捗状況や学習時間等）を適切に管理し、学習効果の分析を行う。

２．学習教材の作成等
➢外国人介護人材が介護現場において円滑に就労できるよう、介護の日本語等に関する学習教材の作成・改訂を行う。
また、教材は海外でも活用できるよう複数の国の言語に翻訳する。

➢自治体がオンライン研修を実施する場合に活用できる動画教材や、オンライン研修の実施における留意点等をまとめたマニュアルを作成。

３．外国人介護人材受入施設職員を対象にした講習会の実施
➢技能実習生を円滑に受け入れることができるよう、技能実習指導員を対象にした講習会を開催する。
➢外国人介護人材の日本語学習を効果的に支援するための知識・技術を修得させるための講習会を開催する。 など

４．介護福祉士国家試験対策向けの講座の開催 【新規】
➢外国人介護人材の介護福祉士資格の取得を促進するため、国家試験直前期、当該年度の国家試験受験予定である外国人介護人材に対して、
講義（座学・録画放映）及び演習（模試・グループワーク）等を行う。

本事業は、外国人介護人材が、介護の日本語学習を自律的に行うための環境整備を推進するための支援等を行うこと
により、外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるようにすることを目的とする。

介護の日本語学習
WEBコンテンツ

◆過去の事業実績の一例（すべて無料で利用可能）◆

特定技能評価試験
学習テキスト

介護の日本語
テキスト

＊11言語に翻訳済み

補助率 定額補助
実施主体 民間団体(公募による選定)

＊11言語に翻訳済み

外国人のための
介護福祉士国家
試験一問一答

外国人のための
介護福祉専門

用語集
＊11言語に翻訳済み ＊11言語に翻訳済み

令和６年度概算要求額 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6.０億円の内数（５.６億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

介護の日本語学習支援等事業
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１ 事業の目的

４－３．外国人介護人材受入・定着支援等事業

１．情報発信（ WEBやSNS を含む）

➢介護分野の特定技能外国人の送り出し国や介護の就労希望者等に対し、日本の介護に関する情報等を広く発信する。

➢広報媒体やWEBサイト、SNS等を利用して、介護の就労希望者等に対し、効果的な情報発信を行う。

２．相談支援の実施

➢外国人介護人材の介護業務の悩み等に関する相談支援を実施するため、電話・メール・SNS等により、

適切に助言及び情報提供等ができる体制を整備。必要に応じて対面による支援を実施。

３．１号特定技能外国人の受入施設への巡回訪問
➢介護分野の１号特定技能外国人の受入施設への巡回訪問を実施し、当該外国人の雇用に関する状況や介護サービスの提供状況、当該

外国人への支援の状況等の受入実態を把握するとともに、必要に応じて当該外国人や受入施設職員等へ助言を行う。 など

４．その他の相談支援等
➢協議会等の開催支援、開催の周知、協議会等の入会、協議会等構成員名簿の作成・管理、協議会会員向け

の情報発信等の業務支援を行う。

➢介護現場で就労中の外国人介護職員や介護に関心のある外国人を対象に、介護業務等に関する悩み相談や
近隣地域で就労する外国人介護人材の交流等の機会づくりの支援等を行う。

補助率 定額補助
実施主体 民間団体(公募による選定)

２ 事業の概要・スキーム

○ 本事業は、

・国内や海外において日本の介護をＰＲすること等により、

・介護分野における１号特定技能外国人として日本の介護現場において就労を希望する人材の受入れを促進するとともに、

・外国人介護人材の介護業務の悩み等に関する相談支援や、

・介護分野における１号特定技能外国人の受入施設等への巡回訪問等を実施することで、

外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるようにすることを目的とする。

令和５年度当初予算額 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 ５.６億円の内数
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海外に向けた日本の介護についてのＰＲ

○「Japan Care Worker Guide」ホームページ：https://japancwg.com/

○Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCkYaJOlEX05Ni9Yu96Wr_ew

○ 施設と中継で繋ぎ、実際に日本の介護施設で働
く外国人の方から参加者の質問に答えていただくな
どのプログラムを提供。

○ 令和２年から10か国で計21回開催

「Japan Care Worker Guide」の運営 海外向けのオンラインセミナーの開催

○ ９言語に対応
英語 インドネシア語 クメール語 ネパール語 ミャンマー語
モンゴル語 タイ語 ベトナム語 日本語

○ 各国出身の外国人や一緒に働く施設の日本人スタッ
フにインタビューした記事等を掲載するなど、外国人
の目線で知りたい情報をまとめたコンテンツを掲載

○ Facebookファンは約11万人

アンバサダーを活用した情報発信

実施国
実施日

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年（予定）

インドネシア 令和２年11月26日 令和３年10月27日 令和４年11月10日 調整中

モンゴル 令和２年12月16日 令和３年10月30日 ー ー

カンボジア 令和２年12月20日 令和４年１月21日 ー 令和５年12月4日

ミャンマー 令和３年１月19日 ー ー

フィリピン 令和３年１月20日 令和３年11月27日 令和５年11月25日 令和5年11月22日

ネパール 令和３年２月５日 ー ー 調整中

タイ ー 令和３年12月20日 令和５年2月15日 ー

ベトナム ー 令和３年11月10日 令和４年10月5日 令和5年9月27日

スリランカ ー 令和４年１月11日 ー ー

バングラディッシュ ー ー 令和５年3月2日 ー
○ 日本で活躍する外国人介護人材がアンバサダーとし
て活動。WEB・SNSを活用した情報発信の強化を実施。
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